
様式１－１

１.フェーズ別の計画及び取組状況

フェーズ別の事業計画と取組状況、年度別の⾃⼰評価を記載してください。

当初計画から変更⼜は追加した取組がある場合は「取組状況」に取組を⾚字で記載してください。また、計画変更申請をした場合は「取組状況」に承認⽇を⾚字で記載してください。

計画の進捗の遅れや実施困難な事項がある等、⾃⼰評価が下位2つの場合には、課題（理由）とその対応を記載してください。計画通りに実施できており、その他課題がない場合に限り記載は不要です。
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○年度⾃⼰

評価

リストから選択してください。

リストから選択してください。

定員減又は

学部等の廃

止

リストから選択してください。

フ
ェ
ー
ズ
３

令和７年４⽉〜授業運営に資するFDの実施

令和７年８⽉〜多様な入学生確保のため、オープンキャンパス・出前授業・入試説明会等の実施

令和８年４⽉〜アセスメント等に基づく教育の質の確認等の自己点検評価の実施

令和９年４⽉〜企業・他大学等との連携を通じた教育の実施

令和９年10⽉〜就職支援の実施

令和11年３月理工学部完成

フ
ェ
ー
ズ
２ 

後
倒
し

令和７年４⽉〜理工学部施設の改修

令和８年1⽉〜図書・機器等の一部調達・搬入

フ
ェ
ー
ズ
１ 

後
倒
し

1-①令和６年４⽉〜多様な入学生確保のため、オープンキャンパス等の実施

1-②任用教員による出前授業の実施

2-①令和６年８月設置認可

2-②令和６年10⽉〜理工学部施設の改修

2-③図書・機器等の一部調達・搬入

令和７年４月理工学部開設

フ
ェ
ー
ズ
２

開設

又は定員増

学校種

リストから選択してください。

【３】計画を十分に実施している。

⾃⼰評価、課題（理由）とその対応

【３】計画を十分に実施している。

事業計画名 理⼯学部の新設大学 大阪府都道府県

⼤学・⾼専機能強化⽀援事業（⽀援１︓学部再編等による特定成⻑分野への転換等に係る⽀援）

実施状況報告書

選定年度

大学名

令和5年度

追手門学院大学
設置等組織名 理⼯学部（数理・データサイエンス学科、機械⼯学科、電気電⼦⼯学科、情報⼯学科）

F127310108072

私⽴

学校コード

設置区分

令和６年３月設置認可申請

リストから選択してください。

リストから選択してください。

リストから選択してください。

令和６年３月設置認可申請

事業計画 取組状況

2-①令和５年９⽉〜 理工学部施設改修に伴う設計の実施

認可申請

又は届出

事業期間

1-①令和５年８⽉〜 学生・企業のニーズを把握するための調査

1-②令和５年８⽉〜 コンサルティング会社による計画方針の確認

1-③令和５年８⽉〜 ３つのポリシーに基づく教育内容・入学者選抜の検討

1-④令和５年８⽉〜 HPやSNS等を通じた入試広報の検討・実施

1-⑤令和５年８⽉〜 企業との設置構想に関する事前協議の実施

1-⑥令和５年９月〜 文部科学省大学設置室事務相談

1-⑦令和５年９⽉〜 理工学部施設・必要設備・機器等の検討

1-⑧令和６年１⽉〜 申請に向けた学内会議体における書類の審議

1-①令和５年８⽉〜 学生・企業のニーズを把握するための調査（〜１⽉）

1-②令和５年８⽉〜 コンサルティング会社による計画⽅針の確認（〜３⽉）

1-③令和５年８⽉〜 ３つのポリシーに基づく教育内容・⼊学者選抜の検討（〜３⽉）

1-④令和５年８⽉〜 HPやSNS等を通じた⼊試広報の検討・実施（〜３⽉）

1-⑤令和５年７月   企業との設置構想に関する事前協議の実施

1-⑥令和６年１月   文部科学省大学設置室事務相談

1-⑦令和５年９⽉〜 理工学部施設・必要設備・機器等の検討（２月）

1-⑧令和６年３月   申請に向けた学内会議体における書類の審議

フ
ェ
ー
ズ
１

 2-①令和５年９⽉〜 理工学部施設改修に伴う設計の実施

フ
ェ
ー
ズ
２ 

前
倒
し



２.申請資格の確認

該当しない場合は、チェックしてください。

ⅰ） 学生募集停止中の大学

■ チェック

ⅱ） 学校教育法第109条の規定に基づき⽂部科学⼤⾂の認証を受けた者による直近の評価の結果、「不適合」の判定を受けている⼤学

■ チェック

ⅲ） 「私⽴⼤学等経常費補助⾦」において、定員の充⾜状況に係る基準以外の事由により、前年度に不交付⼜は減額の措置を受けた⼤学

■ チェック

ⅳ） 設置計画履⾏状況等調査において、「指摘事項（法令違反）」が付されている⼤学

■ チェック

ⅴ） ⼤学、短期⼤学及び⾼等専⾨学校の設置等に係る認可の基準（平成15年⽂部科学省告⽰第45号）第２条第１号⼜は第２号のいずれかに該当する者が設置する⼤学

■ チェック

３.申請要件の取組状況

令和5年度 の取組が当初の計画通りに進んでいる、⼜はチェック項⽬に該当する場合はチェックしてください。計画通りに進んでいない、⼜はチェック項⽬に該当しない場合は右欄に課題（理由）とその対応を記載してください。

①

■ チェック

□ チェック

②

■ チェック

③

■ チェック

④

■ チェック

⑤

■ チェック

⑥

■ チェック

⑦

■ チェック

⑦

■ チェック

⑧

■ チェック

⑨

■ チェック

⑩

■ チェック

⑪

■ チェック

令和5年度 大学名 追手門学院大学

計画通りに進んでいる

フォローアップ対象年度

該当無し

⾼等教育の修学⽀援新制度において、⼤学等における修学の⽀援に関する法律（令和元年法律第８

号）に基づき、財務状況や収容定員充⾜率が適正であることを含めた要件を満たすことの確認を受けた

⼤学であること。なお、新設予定の⼤学で、応募時点において、⾼等教育の修学⽀援新制度における要

件確認の対象に該当しないものは、本要件は適用されない。

確認の対象に該当しない

該当無し

該当無し

確認を受けている

該当無し

該当無し

⼗分な学⽣確保の⾒通しを備えた計画となっていること。

計画通りに進んでいる

計画通りに進んでいる

特定成⻑分野に係る学部の設置等（学部若しくは学科の設置⼜は収容定員の増加）による組織の変

更を伴う学部再編等の計画であること。

計画の対象となる学部等において、実務経験のある教員等による授業科目を配置する計画となっているこ

と。

特定成⻑分野の⼈材を育成するための戦略、適切な管理・教育体制や教育研究環境の整備を図る計

画となっていること。

計画通りに進んでいる

産業界を含む社会のニーズ等を踏まえ、学修目標の具体化、体系的な教育カリキュラムの編成及び大学

での学修に必要な資質・能⼒等を評価する⼊学者選抜が適切に実施され、そのための体制を構築する

計画となっていること。（その際、国際的な質保証の枠組みを活用するなど出口における質保証にも十分

留意することが重要。）

計画通りに進んでいる

学部⼜は学科の設置を⾏う場合、地域における特定成⻑分野の⼈材を必要としている複数の企業等と

設置構想に関する事前協議を⾏う計画であること。

計画通りに進んでいる、⼜は設置等を⾏った

計画通りに進んでいる

社会において具体的な人材ニーズが現に存在する、又は、その十分な⾒通しのある分野に係る学部等の

設置等に取り組む計画であること。

入学定員が20名以上増加する計画であること。

計画通りに進んでいる

事業計画の選定があった⽇から４年を経過する⽇を含む年度の末⽇までに、計画の対象となる学部等の

設置等を⾏うことを⽬指す計画であること。（本事業の申請時に既に設置認可申請⼜は届出を⾏ってい

る場合を除く。）

計画通りに進んでいる

計画通りに進んでいる

フェーズ３の助成期間終了時までに、⼤学全体の外部資⾦獲得額を申請時点の平均（過去５年間の

中央値３年分の平均）に本事業による⽀援額の2.5％を上乗せした⽔準以上とする計画であること。

⼤学の総収容定員充⾜率（在籍学⽣数の収容定員に対する割合）について、計画の対象となる学部

等の設置等に係る設置認可申請又は届出までに80％を満たす計画であること。

計画通りに進んでいる



令和5年度 大学名 追手門学院大学フォローアップ対象年度

⑫

■ チェック

⑬

■ チェック

⑭

■ チェック

４.審査要項における確認項目の計画及び取組状況

令和5年度 の取組実績を記載し、申請時に選択した項⽬にチェックを⼊れた計画を記載してください。取組実績は会社名や⼤学名、定量的なデータ等を⽰し具体的に記載してください。検討中であっても状況を記載してください。

計画の進捗の遅れや実施困難な事項がある場合には、課題（理由）とその対応を記載してください。計画通りに実施できており、その他課題がない場合に限り記載は不要です。

【A︓連携を通じた教育体制の整備と実施】（連係開設科⽬等に限らない）

■ チェック a.企業や自治体と連携した科目（PBL等）の整備・実施

□ チェック b.関連分野に強みを持つ地域の他大学と連携した科目の整備・実施

□ チェック c.関連分野に強みを持つ海外⼤学との連携（連携した科⽬や交換留学プログラムの整備・実施等）

【B︓多様な⼊学者の確保に向けた取組】

■ チェック a.⼊学者選抜における科⽬の⾒直し

■ チェック b.⼥⼦学⽣の確保（志願者数増）に向けた取組

■ チェック c.地域の初等中等教育段階の学校との連携（出張授業の実施等）

□ チェック d.社会人学生の受入れ強化に向けた取組（リカレント・リスキリングへの対応）

□ チェック e.留学⽣の受⼊れ強化に向けた取組

選定された⼤学は、公募要領に定める申請要件を満たす質の⾼い教育等に向けた計画の具体化に努め

るとともに、その進捗報告を⾏うこと。また、独⽴⾏政法⼈⼤学改⾰⽀援・学位授与機構法第⼗六条の

三に規定する助成業務の実施に関する⽅針（令和５年４⽉13⽇⽂部科学⼤⾂認可）六（２）②

に基づき機構が実施する会議に参加すること。

計画の具体化に努め進捗報告を⾏い、会議に参加した

計画の対象となる学部又は学科において、自大学以外の機関との連携を通じた教育体制の整備と教育

の実施及び多様な⼊学者の確保に向けた取組を⾏う計画であること。

計画通りに進んでいる

課題（理由）とその対応

多様な⼊学者の確保に向けた取組について、フェーズ１期間中に検討を⾏う予定である。

本学では、学⻑・担当副学⻑および各学部⻑にて構成される⼊試委員会を設置しており、⼊学者選抜

の基本要件や合否判定に関する事項を審議・決定している。当該委員会において、入学者選抜における

科⽬や⼀部選抜制度における⼥⼦枠の設定等の検討を実施予定である。さらに、⼥⼦学⽣の確保を⽬

指し、⼥⼦中⾼⽣やその保護者向けの説明会の実施等の取組についても検討する予定である。

また、地域の初等中等教育段階の学校との連携について、開設前年度から複数名の教員を任⽤し、地

域の高等学校への出張授業や高校訪問の実施を検討している。

多様な⼊学者の確保に向けた取組について、フェーズ１期間中に検討を⾏った。

⼥⼦枠の設定について検討したが、①本学初の理系学部であるため、志願状況の不確実性に備えること、②⼥⼦学

生のみ対象とした入試で公平な選抜が可能かについて実際の志願状況を踏まえた検証ができない状況にあること、など

の理由により、初年度の⼊試制度としては実施しないこととした。志願状況の分析が可能となった後に再度検討すること

としている。ただし、⼥⼦⾼⽣やその保護者向けの説明等は実施し、⼥⼦学⽣の確保に努めることとしている。

また、帰国⽣徒型や社会⼈型等の⼊試制度を設定し、多様な⼊学者の確保を⽬指すこととした。

出張授業や⾼校訪問については、2024年度に着任した教員に協⼒依頼をしており内諾を得ている。今後、訪問する

対象の高校を選定し、実施していく予定である。

取組実績、進捗状況

企業の研究所での勤務や開発部署での勤務の経験のある教員を複数人採用することを決定している。また、現在、企

業での勤務経験のある採用予定教員に、企業と連携した活動について、その実現可能性も含め、検討しているところで

ある。また、他大学においてPBL型の授業を担当している教員の採用も決定している。当該教員には本学着任後、その

経験や知⾒を⽣かしたPBL型の授業運営に資するFDの実施を依頼しており、内諾を得ている。

申請時の計画

企業の研究所での勤務や経営企画・開発部署での勤務の経験のある教員を複数人任用予定である。

企業での実務経験のある教員を任用することで、企業と連携する際に企業側のニーズに的確に対応でき

る授業を展開し、企業と大学の両社が相互に有益な関係を構築することを目指す。また、他大学において

PBL型の授業を担当している教員も任⽤予定であり、その経験や知⾒を⽣かしたPBL型の授業運営に資

するFDを実施することを想定している。

以上について、実現可能性も含め、フェーズ１期間中に任用予定の教員が中心となり、12月までに検

討・決定する予定である。

申請時の計画 取組実績、進捗状況

課題（理由）とその対応

文部科学大臣から国際卓越研究大学として認定を受け、支援を受けている大学でないこと。

認定を受けておらず申請する意向もない



フォローアップ対象年度 令和5年度 大学名

指摘事項等に対する対応状況を記載してください。

区分

追手門学院大学

対応状況指摘事項等


